
 

 

 

令和３年６月２２日 

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ４ 日 

住 宅 局 建 築 指 導 課 

参事官 (建築企画担当 )付 

 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に 

関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定 

 
 
第 208回国会において成立した、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律」においては、応急仮設建築物等の存続期間等の延長に関

する建築基準法等の改正が設けられているところ、その施行期日を定める政令及び施行に必要

な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。 

１． 背景 

第 208回国会において、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律」（令和４年法律第４４号。以下「第１２次地方分権一括法」という。）が成立し、令和４年

５月 20日に公布されました。 

第１２次地方分権一括法においては、応急仮設建築物等の存続期間等の延長を可能とするための建築

基準法等の改正が含まれているところですが、その施行に当たり、その施行期日を定めるとともに、施行に

必要な規定の整備を行う必要があります。 

２． 概要 

（１）地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の

一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 

応急仮設建築物等の存続期間等の延長に係る建築基準法等の改正の施行に当たり、 

①  応急仮設建築物等の存続期間等の延長については、特定行政庁（建築主事を置く地方公共団体

の長）が行うこととされているところですが、存続等に係る許可と同様に、限定的な権限を有する建

築主事を置く市町村においては、一定の小規模建築物に限り、当該市町村の長（限定特定行政

庁）が行うこととしました。 

②  その他所要の形式的改正を行うこととしました。 

（２）地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の

一部の施行期日を定める政令 

応急仮設建築物等の存続期間等の延長に係る建築基準法等の改正については、令和４年５月３１日

から施行することとしました。 

３． スケジュール 

閣 議 決 定   令和４年５月 ２４日 （火 ） 

公 布   令和４年５月 ２７日 （金 ） 

施 行   令和４年５月 ３１日 （火 ） 

 

【問い合わせ先】 
国土交通省住宅局参事官（建築企画担当）付 亀元、松田 
連絡先：03-5253-8111（内線 39-502）、03-5253-8513（直通） 


